
         
幼保連携型認定こども園 Kids Island うちがしま 園則 

         
 （事業所の名称等）         
第１条  社会福祉法人ならの実会が設置するこの幼保連携型認定こども園の名称及び所

 在地は、次のとおりとする。      
（１） 名称      幼保連携型認定こども園 Kids Island うちがしま     

（２） 所在地     群馬県太田市内ケ島町１０１２－１   
      

（施設の目的及び運営方針）        
第２条  Kids Island うちがしま（以下「当園」という。）は、義務教育及びその後の教

育の基礎を培うものとしての満３歳児以上の子どもに対する教育並びに保育を必

要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が

図られるよう適当な環境を与えて、その心身の発達を助長するとともに、保護者に

対する子育ての支援を行うことを目的とする。   
２  当園は、教育・保育の提供に当たっては、入園する子どもの最善の利益を考慮し、

その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場を提供するよう努め

るものとする。        
３  当園は、教育・保育に関する専門性を有する職員が、家庭との密接な連携の下に、

 子どもの状況や発達過程を踏まえ、教育と保育を一体的に行うものとする。  
４  当園は、社会の期待や願いに応えられる創意と活力のある教育・保育活動をすす

め、子ども・保護者・地域に信頼されるよう努めるものとする。 
５  当園は、安心・安定した情緒と落ち着いた環境の中で、健やかで豊かな心と体が

育つよう教育・保育を行うものとする。      
６  当園は、「群馬県認定こども園の認定基準等に関する条例」その他関係法令・通

知等を遵守し、事業を実施するものとする。    
     

（学級の編制）         
第３条  満３歳児以上の園児については、教育課程に基づく教育を行うため、学級を編

 制するものとする。       
２  １学級の園児の数は、３５人以下を原則とする。    
３  学級は、学年の初めの日の前日において３歳児で１学級、４歳児で１学級、５歳

児で１学級を原則とする。なお、園児の成長を勘案し、異年齢保育等の例外がある

ものとする。  
 

（認可定員）         
第４条  当園の認可定員は１２０名とする。     



    
（利用定員）         
第５条  当園の利用定員は、子ども・子育て支援法 （以下「法」という。）第１９条第

１項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとに、次のとおり定める。 
 （１） 法第１９条第１項第１号の子ども （保育を必要としない満３歳以上の子ども。

以下「１号認定子ども」 という。）  １５名    
（２） 法第１９条第１項第２号の子ども （保育を必要とする満３歳以上の子ども。以

下「２号認定子ども」 という。）  ５７名    
（３） 法第１９条第１項第３号の子ども （保育を必要とする満３歳未満の子ども。以

下「３号認定子ども」 という。） のうち、満１歳以上の子ども  ３６名 
 （４） ３号認定の子どものうち、満１歳未満の子ども   １２名  
       
（提供する教育・保育等の内容）       
第６条  当園は、幼保連携型認定子ども園教育・保育要領 （平成３０年３月３１日内閣

 府・文部科学省・厚生労働省告示第１号） に基づき、以下に掲げる教育・保育そ 
の他の便宜の提供を行う。 

（１） 特定教育・保育（第１２条に規定する時間において提供する教育・保育をいう。 
以下同じ。） 

 （２） 食事の提供 
 （３） 子育て支援事業 
 （４） 延長保育事業 
 （５） 一時預かり事業 
 （６） 病児保育事業（体調不良児型） 
（７） その他教育・保育に係る行事等 

 
（保護者に対する子育て支援の内容に関する事項）     
第７条  前条に規定する子育て支援事業の内容については、就学前の子どもに関す

 る教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則（平成１８年９月７             
日文部科学省・厚生労働省令第３号） 第２条各項のとおりとする。  

       
（延長保育）         
第８条  当園は、保育標準時間認定子どもについては７時から１８時まで、保育短時間

 間認定子どもについては８時 30 分から１６時３０分まで、それぞれ平常の保育時  
間を超えて保育が必要な場合に延長保育を行う。    

    
 
  



（職員の職種、員数及び職務の内容）       
第９条  教育・保育の実施に当たり配置する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとお 

りとする。ただし、利用乳幼児の受け入れ状況等により、員数が変動する場合が

有り得る。         
 （１） 園長 １名          
    園長は、職員及び業務の管理を一元的に行い、職員に対し法令等を遵守させる

 ため必要な指揮命令を行うとともに、園務を司る。     
         
 （２） 主幹保育教諭 ２名         
    主幹保育教諭は、地域の保護者等に対する子育て支援を行うとともに、教育・保育

 内容について他の保育教諭を統括する。     
    
 （３） 保育教諭 ２２名         
    保育教諭は、教育・保育に専従し、その計画の立案、実施、記録及び家庭連絡 
 等の業務を行う。       
  
 （４） 栄養士 ２名  
    利用乳幼児の発達段階に応じ、０歳児の離乳食、１・２歳児の幼児食及び３歳児 

以上の幼児食に係る献立を作成、調理する。    
     

 （５） 調理員 ２名        
 栄養士の作成した献立に基づき、給食及びおやつを調理する。  
       
 （６） 事務員 １名         
    園内の事務処理を行う。  
 
 （７） 看護師等 １名        
    病児保育事業における体調不良児や怪我等の手当て看護を行う。必要に応じ園児

の健康状況に関する助言を行う。 
 
（８） 嘱託医および学校薬剤師 ３名       

    利用乳幼児の健康診断、利用乳幼児及び職員の健康診断、園舎の衛生管理に関する 
助言指導等の業務を行う。      

   
 （学年および学期）         
第１０条 当園の学年は４月１日より３月３１日とする。 

２ 当園の学年を、次の４期に分ける。。      



 （１） 第１期   ４月１日から ６月３０日まで     
 （２） 第２期   ７月１日から ９月３０日まで     
 （３） 第３期   １０月１日から １２月２８日まで     
 （４） 第４期   １月４日から ３月３１日まで    
  
（教育・保育を行う時間）        
第１１条 教育・保育を提供する時間は、次のとおりとする。    
（１） 保育標準時間認定に係る教育・保育時間 （１１時間）    

７時００分から１８時００分までの範囲内で、保護者が保育を必要とする時間と

する。なお、上記以外の時間帯において、やむを得ない理由により保育が必要な

場合は、１８時００分から１８時３０分までの範囲内で、延長保育を提供する。 
（ただし、延長保育は土曜日を除く。） 
         

（２） 保育短時間認定に係る教育・保育時間 （８時間）    
８時３０分から１６時３０分までの範囲内で、保護者が保育を必要とする時間と

する。なお、上記以外の時間帯において、やむを得ない理由により保育が必要な

場合は、７時００分から８時３０分まで又は１６時３０分から１８時３０分まで

の範囲内で、延長保育を提供する。     
    

（３） 教育標準時間 （４時間）       
９時００分から１３時００分までを標準とする。    
     

（教育・保育の提供を行う日及び行わない時間）     
第１２条 教育・保育を提供する日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、１号認定

  子どもについては、月曜日から金曜日とする。            
２ 当園の休業日は、次のとおりとする。      

   （１）日曜日         
   （２）年末年始（１２月２９日から１月３日） 
   （３）国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日  
   （４）その他園長が必要と認めた日 

３ 以下の期間及び日においては、１号認定子どもに対する教育・保育の提供は原則

として行わない。 
   （１） 土曜日         

４ 教育・保育上必要があり、または、やむを得ない事情があるときは、前２項の規

定にかかわらず休業日に教育・保育を行うことがある。   
５ 非常変災その他急迫の事情があるときは、臨時に教育・保育を行わないことがあ

る。         



（入園に関する事項）         
第１３条 当園に入園するときは、当園が定める所定の手続きを要する。 

２ １号認定子どもについて、入園希望者が利用定員を上回る場合は、当園の建学の

精神に基づく選考を行う。      
３ ２号認定子ども及び３号認定子どもについては、太田市の行う利用調整を経て、

園長が入園を決定する。      
４ 前２項の規定に関わらず、在園する子どもの支給認定区分変更に伴う園内の異

動については、園長が決定する。     
    

（休園、退園、転園に関する事項）       
第１４条 休園、退園もしくは転園しようとする者は、その理由を記して園長に届け出る

  ものとする。         
 
（利用の終了に関する事項）       
第１５条 当園は、以下の場合に教育・保育の提供を終了するものとする。   
   （１）１号認定子ども及び２号認定子どもが小学校就学の始期に達したとき 
   （２）３号認定子どもの保護者が、法令等に定める支給要件に該当しなくなったとき 
   （３）その他、利用の継続について、重大な支障又は困難が生じたとき   

２ 当園が定める所定の教育・保育課程を修了した者には、修了証書を授与する。

         
（保護者から受領する利用者負担額その他費用の種類、支払いを求め理由及びその額） 
第１６条 当園の特定教育・保育を利用した支給認定保護者は、その支給認定を受けた 
  市町村に対し、当該市町村の定める利用者負担金（保育料）を支払うものとする。     

２ 当園は、支給認定申請から認定の効力が発生する日までの間において、災害等の

緊急その他やむを得ない理由により保育を提供した場合については、当該保護

者から特定教育・保育基準費用額 （法第２８条第２項第１号に規定する内閣総

理大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。） の支払いを受けるもの

とする。この場合、当該保護者が適切に教育・保育給付を受けられるよう、特定

教育・保育提供証明書の交付その他必要な措置を講じるものとする。  
３ 当園は、前二項の支払を受けるほか、特定教育・保育の提供における便宜に要す

る費用のうち、別表に掲げる費用の支払を受けるものとする。 
４ 前項の費用の支払を受ける場合には、保護者に対して事前に文書で説明した上

で、支払に同意する旨の文書に署名（記名押印）を受けることとする。          
５ 延長保育の料金は、３０分１００円とする。     

 
 
 



（緊急時における対処方法）        
第１７条 当園の職員は、教育・保育の提供を行っているときに、子どもに病状の急変、

  その他緊急事態が生じたときは、速やかに嘱託医又は子どもの主治医に連絡す   
る等、必要な措置を講じるものとする。      

２ 教育・保育の提供により事故が発生した場合は、群馬県、太田市、子どもの保護

者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。  
３ 当園は、事故の状況や事故に際して採った処置について記録するとともに、事故

発生の原因を解明し、再発防止のための対策を講じるものとする。  
４ 子どもに対する教育・保育の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損

害賠償を速やかに行うものとする。     
    

（非常災害対策）         
第１８条 当園は、非常災害に備え、子どもの安全を確保するための具体的な計画及びマニ 

ュアルを作成することとする。 
２ 当園は、計画及びマニュアルに基づき、子どもの避難及び関係機関への連絡のた 

めの体制を整備し、当該体制について職員に周知するとともに、子どもに避難方 
法等について理解させるよう努めることとする。     

３ 当園は、少なくとも毎月１回以上、避難及び消火に係る訓練を実施するものとす

る。         
４ 当園は、前項における訓練の結果を踏まえ、計画等の検証及び必要な見直しを行

うこととする。       
  

（虐待の防止のための措置）        
第１９条 当園は、子どもの人権の擁護及び虐待の防止を図るため、責任者の設置その他必 

要な体制の整備を行うとともに、職員に対する研修の実施その他必要な措置を

講じるものとする。       
  

（記録の整備）         
第２０条 当園は、教育・保育の提供に関する以下に掲げる記録を整備し、その完結の日か 

ら５年間保存するものとする。      
（１）教育・保育の実施に当たっての計画       

（２）提供した教育・保育に係る提供記録        

（３）太田市特定教育・保育設備及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

   める条例 （平成２６年太田市条例第３２号） 第１９条に規定する市町村へ 
の通知に係る記録       

（４）保護者からの苦情の内容等の記録     
（５）事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録  



 
（要望・苦情等について）   
第２１条 教育・保育の実施に係る保護者等からの要望・苦情に迅速かつ適切に対応 
  するために、必要な措置を講ずるものとする。   
 （１）要望・苦情等受付の窓口を決めること。    
 （２）当園における要望・苦情等解決のための手続きを明確化すること。 
 （３）要望・苦情等受付窓口及び要望・苦情等解決の手続きについて、保護者、職 

員等に対して周知すること。     
２ 教育・保育の実施に関し、市から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助

  言に従って必要な改善を行う。             
３ 教育・保育の実施に関する要望・苦情等に関して、群馬県社会福祉協議会の福祉 

等に正化委員会が行う調査に協力する。     
    
（その他の運営についての留意事項） 
第２２条 当園は、保育教諭等の資質向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるも

のとする。         
   （１）採用時研修 採用後３ケ月以内      

（２）継続研修 年２回以上          

２ 職員は、業務上知り得た子どもまたはその家族秘密を漏らしてはならない。 
３ 職員であった者に、業務上知り得た子どもまたはその家族の秘密を漏らすこと

がないように、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を漏らさない旨を、

職員との雇用契約の内容とする。     
    

         
    附 則         
  １ この規程は、平成２８年４月１日から施行する。     
 
    附 則 
  １ 平成２９年４月１日改定。 
   

  附 則 
１ 平成３０年１０月１０日改定。 

 
    附 則 

１ 平成３１年４月１日改定。 
 
 



別表 
預かり保育料（１号認定児） ２，０００円／月  ２００円／日 
給食費（１号認定児） ４，０００円／月 
主食費 ６００円／月 
ハサミ ４００円 
クレヨン ５９０円 
糊 ２１０円 
道具箱 １１０円 
粘土 ３４０円 
粘土ケース ３５０円 
粘土板 ４９０円 
ワーク帳・文字（年長児） ４１０円 
ワーク帳・数（年長児） ４３０円 
ワーク帳・知育（年中児） ４３０円 
絵本教材（年長児） ４３０円／月 
絵本教材（年中児） ４３０円／月 
絵本教材（年少児） ４１０円／月 
絵本（２歳児） ４３０円／月 
お便りばさみ ３４０円 
カラー帽子 ５６０円 
通園リュック ３，０００円 
ピアニカ ５，４２０円 
ピアニカ（パイプのみ） ４８０円 
縄跳び ４３０円 
体操着（上） １，２００円 
体操着（下） １，１００円 
スモック １，３００円（140 ㎝以上は１，５００円） 
午睡用キルトマット １，７５０円 

 


